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 100％植物由来の「精油」の香りで心と身体を癒す「アロ
マセラピー」。そこに和の要素を取り入れ、栃木市発の香
りを創り出す、舘野さんにお話を伺いました。

四季折々の香りと親しんだ子ども時代
「父が陸上、母がバスケをやっていて『運動はした

ほうがいい』っていう育てられ方をした（笑）」という
舘野さんは、宇都宮市の出身。ご自身も、器械体操に打
ち込み、中学・高校・大学と部長を務めるほどでした。
いわゆる「スポーツ一家」だった一方で、お父様は植木
が好きで、自宅の庭は、ライラックや沈

じんちょうげ
丁花など、四季

折々に香りが感じられたといいます。またお母様は和装
が好きで、自然と着物に親しみを覚える環境でした。

卒業後は教職の道へ進み、忙しい毎日を過ごす中で
大病を患います。復職後なかなか以前のようには心も身
体も動かず、退職。挫折を覚えながらも「そのままつぶ
れるんじゃ人生面白くない」と模索する中で、自分を立
ちなおらせてくれた「アロマ」に自然と惹かれていった
といいます。一念発起して、ワークショップなどを行い
ながら勉強を続け、2018 年に開業しました。

「香りを創る」という仕事
　「植物の力で、いつも下を向いていた私が、人に PR す
るまでになった。今度は私が力添えをしたい。」と舘野さ
ん。香りの商品の販売のほか、フレグランス教室や、丁
寧なカウンセリングでオンリーワンの香水を創る「香りの
オーダーメイド」など、相手に寄り添った香り創りを行っ
ています。また、特定の場所や結婚式などの冠婚葬祭の
場を香りで演出する「空間演出」にも力を入れます。さら
に、結婚を機に住むようになった栃木市の「和の雰囲気」
に惹かれ、「香りでトリップ IN 栃木市」をテーマに、「ア
オモリヒバ」など国産の精油を取り入れた 5 種類の香り
を作成しました。「『香りを創る』ということが仕事なので、
お題をいただければかなり悩みながら作ります（笑）。」
　
香りが感性を育てる
　子どもの頃に自然の香りと親しんだ経験から、子どもた
ちが香りを体験する「香

こういく
育」も視野に入れます。「映画や

音楽の鑑賞と同じで、嗅覚を研ぎ澄まさせて、感性を整え
てあげる。」「将来、栃木で私が抽出した香りを販売するこ
とができれば。森を作る、木の廃材で香りを作る。『香りと
環境を育てる』という意識も子どもたちにさせたいので」。
　「もし香りに興味がある方がいらっしゃったら、私と同じ
ように植物から素敵なメッセージを受け取ってほ
しいな、って。そうして人とつながってみんなが
明るくなることが、私の幸せにつながります。」舘

た て の

野　倫
み ち こ

子 さん　
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相談は無料で秘密は厳守します。気軽にどうぞ。市内の方であれば、どの窓口でも相談できます。■相談業務の案内
相　　　談 日　時 場所／問合先

人権相談 月～金曜日
8 時 30 分～ 17 時 15 分

大平隣保館☎(43)6611 0120-46-7830
厚生センター☎ (24)2444
人権・男女共同参画課☎ (21)2161

配偶者等からの暴力 (DV) 相談 月～金曜日
9 時～ 16 時

配偶者暴力相談支援センター
☎（21）2218

いじめ相談電話 月～金曜日 9 時～ 17 時
※土日祝日･時間外は
　事前に予約が必要

本庁舎/青少年育成センター☎(24)0667
メール：gakusyu03@city.tochigi.lg.jp

青少年相談
( 非行問題・不登校など )

本庁舎/青少年育成センター☎(23)6566
メール：gakusyu03@city.tochigi.lg.jp

家庭児童相談 (0 ～ 17 歳の子ど
もとその家族 )

月～金曜日
9 時～ 16 時

本庁舎 / 家庭児童相談室 ( 子育て支
援課内 )　☎ (21)2227

児童虐待相談 月～金曜日
8 時 30 分～ 17 時 15 分

本庁舎／子育て支援課☎ (21)2227　
※左記以外の時間は☎ 189

（児童相談所全国共通ﾀﾞｲﾔﾙ）

婦人・ひとり親家庭相談 月～金曜日
9 時～ 16 時 本庁舎 / 子育て支援課　☎ (21)2229

障がい児者相談 ( 福祉サービスの
利用・障がいを理由とする差別・合
理的配慮及び虐待防止 )

月～金曜日
8 時 30 分～ 17 時 15 分 本庁舎 / 障がい福祉課 障がい児者相

談支援センター係
☎ (21)2219 FAX (21)2682ひきこもり相談（要予約）

　※事前にお話を伺います。
第 2 木曜日（次回 4 月 14 日）
10 時～12 時、13 時～15 時

就労支援相談（事前に要予約）

(40 歳未満の就労相談 )

第1・3月曜日13時～21時
第1・3土曜日17時～21時

※
祝
日
除
く

栃木勤労青少年ホーム☎ (22)3113

第2・4月曜日13時～21時
第1・3土曜日13時～16時 大平勤労青少年ホーム☎ (43)5191

高齢者相談
（介護や福祉、生活全般、虐待） 月～金曜日

8 時 30 分～ 17 時 15 分
本庁舎／栃木中央地域包括支援セン
ター ☎（21）2245・2246

もの忘れ相談
（認知症の専門員による相談）

4 月 8 日（金）
10 時～ 11 時 30 分

本庁舎 1階 市民スペース／栃木中央地域
包括支援センター☎（21）2171・2246

相　　　談 日　時 場所／問合先

弁護士相談（事前に要予約）

（弁護士が法的な見解等を助言 )
※予約開始
  　４・5 月分：4/1（金）～
　( 各日 8 時 30 分より受付 )

※ 同じ案件での相談は 2 回まで
（異なる会場で相談しても同様）

4 月 8 日（金）、22 日（金）
5 月 13 日（金）、27 日（金）
10 時～ 12 時

本庁舎 2 階 市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

5 月 19 日（木）
10 時～ 12 時

大平隣保館
☎(43)6611 0120-46-7830

5 月 16 日（月）
10 時～ 12 時

藤岡総合支所　別館 2 階 会議室
市民生活課☎（21）2122

4 月 19 日（火）
10 時～ 12 時

都賀総合支所 別館 2 階 会議室
市民生活課☎（21）2122

5 月 24 日（火）
10 時～ 12 時

西方総合支所 1 階 会議室
市民生活課☎（21）2122

4 月 21 日（木）
10 時～ 12 時

岩舟総合支所会議室棟 1 階第 1 会議室
市民生活課☎（21）2122

法律相談（事前に要予約）
※栃木市社会福祉協議会主催

4 月 5 日（火）、19 日（火）
9 時～ 12 時

大平地域福祉センター ふるさとふれあい館
/社会福祉協議会大平支所☎(43)0294

宅地建物相談（売買や賃貸借、所有と管理）
予約開始：4/1（金）8時 30分～

4 月 15 日（金）
10 時～ 12 時 本庁舎 2 階 市民相談室

市民生活課☎ (21)2122行政書士相談（相続・遺言、農地転用、開発行
為等の手続き）予約開始：4/1（金）8時30分～

4 月 15 日（金）
14 時～ 16 時

消費生活相談（商品やサービスな
ど消費生活全般）

月～金曜日
9 時～ 16 時

本庁舎 2 階 消費生活センター
☎ (23)8899 FAX (23)8820

合同相談

( 行政相談・人権相談 )

　♦移動県民相談も同時開設

4月12日（火）、♦ 26日（火）
10時～12時　

本庁舎 2 階 市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

5 月 19 日（木）
10 時～ 12 時

大平総合支所 1 階 相談室
市民生活課☎（21）2122

5 月 16 日（月）
13 時 30 分～15 時 30 分

藤岡総合支所別館２階会議室
市民生活課☎（21）2122

♦ 4 月 19 日（火）
10 時～ 12 時

都賀総合支所 別館 2 階 大会議室
市民生活課☎（21）2122

5 月 24 日（火）
13 時 30 分～15 時 30 分

西方公民館 2 階 小会議室
市民生活課☎（21）2122

4 月 21 日（木）
13 時 30 分～15 時 30 分

岩舟総合支所会議室棟 1 階第 1 会議室
市民生活課☎（21）2122

市民相談
( 日常生活の問題など )

月～金曜日
9 時～ 17 時

本庁舎 2 階 市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

令和４年（２０２２年）年４月１日から成年年齢が 18 歳になります！
 ～ Part Ⅲ新成人が巻き込まれやすいトラブルと契約の取り消し方法～

消費生活センター（本庁舎 2 階）
☎ (23) ８８９９ ／ FAX（23）８８２０

　成年年齢の引き下げにより、18 歳で親権者の同意を得なくても契約を結ぶことがで
きるようになります。社会経験の少ない新成人の消費者被害の拡大が心配されています。
最近は特に、ＳＮＳやインターネットをきっかけにしたトラブルが増加しています。「契約」
を安易に考えず、正しい知識を持って悪質商法にだまされないようにしましょう。
事例①　ＳＮＳで「５００円で全身脱毛」という広告を見て、無料カウンセリングを申し
込んだ。クリニックに行き「ネット広告の全身脱毛コースを希望」と伝えたところ「広告
の施術は効果が低い。今なら、効果の高い 70 万円のレーザー脱毛を 59万円にする」「お
金がなくてもローンを組める」などと言われ、ローン契約してしまった。
事例②　ＳＮＳで知り合った人に誘われて会ったところ、「絶対にもうかる投資システム」
を勧められた。60 万円でＵＳＢに入ったデータを購入する必要があると言われ断ったが、

「すぐに取り戻せる」と言われ借金して購入した。しかし、まったくもうからず、その人と
も連絡が取れなくなってしまった。

トラブル防止のポイント　ＳＮＳは便利なコミュニケーションツールですが、悪質商法の勧
誘手口として悪用されるケースが増えています。特に多いのが、ＳＮＳで知り合った相手か
らの誘いをきっかけにしたトラブルです。
　 悪質商法では、ＳＮＳ上の「18 歳誕生日」「高校卒業」「大学入学」「成人式」などのキーワー

ドで人を選び、連絡してくるので注意する。／ＳＮＳ上の相手を安易に信用して実際に会う
のは危険を伴うのでやめる。／ＳＮＳでの個人間取引はできるだけ避け、信用できる相手な
のか慎重に判断する。／ＳＮＳ広告からニセの通販サイトに誘導されてしまうことがあるので、
おかしいと感じたら利用を避ける。／安易にクレジットカードで高額決済や借金をしない。
契約を取り消しできる場合　

「クーリング・オフ」による取り消し 訪問販売、電話勧誘販売など
「消費者契約法」による取り消し うそを言われた、不利になることを言われなかったなど
　解約には条件があります。困ったときは消費生活センターに相談しましょう。

香り処穂の香


